
独立行政法人国立病院機構総合情報ネットワークシステム（HOSPnet） 

（１）国立病院機構は、機構本部及びブロック事務所、144病院、厚生労働省、国立ハンセン病 
  療養所を専用線で結ぶ「HOSPnet」という情報ネットワークシステムを有している。 
（２）このHOSPnet上では、財務・会計システム、人事・給不システム等の業務支援システム 
  のほか、医療安全情報システム（HOSPnetを活用し、各病院から医療事敀情報を収集）や 
  診療情報データベース（HOSPnetを活用し、各病院から診療情報を収集）等の診療などに関

係するシステムが稼働しており、各病院の円滑な業務運営や、医療の質及び医療安全の向上に
寄不している。 

国立病院機構の業務運営の現状（続き） 
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【参考】現在のシステム導入状況 

病院名 
電子 
カルテ 

ｵｰﾀﾞ 
ﾘﾝｸﾞ 

部門 
ｼｽﾃﾑ 

医事会
計ｼｽﾃﾑ 

北海道がんｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

北海道医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

函館病院 ○ ○ 

旭川医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

帯広病院 ○ ○ 

八雲病院 ○ ○ 

弘前病院 ○ ○ 

八戸病院 ○ ○ 

青森病院 ○ ○ 

盛岡病院 ○ ○ 

花巻病院 ○ ○ 

岩手病院 ○ ○ 

釜石病院 ○ ○ 

仙台医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

西多賀病院 ○ ○ 

宮城病院 ○ ○ 

あきた病院 ○ ○ 

山形病院 ○ ○ 

米沢病院 ○ ○ 

福島病院 ○ ○ ○ 

いわき病院 ○ ○ 

水戸医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

霞ヶ浦医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

茨城東病院 ○ ○ 

病院名 
電子カル
テ 

ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ 
部門ｼｽﾃ

ﾑ 
医事会
計ｼｽﾃﾑ 

栃木病院 ○ ○ 

宇都宮病院 ○ ○ 

高崎総合医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

沼田病院 ○ ○ 

西群馬病院 ○ ○ 

西埼玉中央病院 ○ ○ 

埼玉病院 ○ ○ ○ 

東埼玉病院 ○ ○ 

千葉医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

千葉東病院 ○ ○ 

下総精神医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

下志津病院 ○ ○ 

東京医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

災害医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

東京病院 ○ ○ ○ 

村山医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

横浜医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

久里浜ｱﾙｺｰﾙ症ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

箱根病院 ○ ○ ○ 

相模原病院 ○ ○ 

神奈川病院 ○ ○ ○ 

西新潟中央病院 ○ ○ 

新潟病院 ○ ○ 

さいがた病院 ○ ○ 
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病院名 
電子 
カルテ 

ｵｰﾀﾞ 
ﾘﾝｸﾞ 

部門 
ｼｽﾃﾑ 

医事会
計ｼｽﾃﾑ 

甲府病院 ○ ○ 

東長野病院 ○ ○ 

まつもと医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

信州上田医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

小諸高原病院 ○ ○ 

富山病院 ○ ○ ○ 

北陸病院 ○ ○ 

金沢医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

医王病院 ○ ○ ○ 

七尾病院 ○ ○ ○ 

石川病院 ○ ○ 

長良医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

静岡てんかん・神経医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

静岡富士病院 ○ ○ 

天竜病院 ○ ○ 

静岡医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

名古屋医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

東名古屋病院 ○ ○ 

東尾張病院 ○ ○ 

豊橋医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

三重病院 ○ ○ 

鈴鹿病院 ○ ○ 

三重中央医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

榊原病院 ○ ○ 

病院名 
電子カル
テ 

ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ 
部門ｼｽﾃ

ﾑ 
医事会
計ｼｽﾃﾑ 

福井病院 ○ ○ ○ 

あわら病院 ○ ○ 

滋賀病院 ○ ○ 

紫香楽病院 ○ ○ 

京都医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

宇多野病院 ○ ○ ○ 

舞鶴医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

南京都病院 ○ ○ 

大阪医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

近畿中央胸部疾患ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

刀根山病院 ○ ○ 

大阪南医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

神戸医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

姫路医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

兵庫青野原病院 ○ ○ 

兵庫中央病院 ○ ○ 

奈良医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

やまと精神医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

南和歌山医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

和歌山病院 ○ ○ 

鳥取医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

米子医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

松江医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

浜田医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 
15 



病院名 
電子 
カルテ 

ｵｰﾀﾞ 
ﾘﾝｸﾞ 

部門 
ｼｽﾃﾑ 

医事会
計ｼｽﾃﾑ 

岡山医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

南岡山医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

呉医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

福山医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

広島西医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

東広島医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

賀茂精神医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

関門医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

山口宇部医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

岩国医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

柳井病院 ○ ○ 

東徳島医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

徳島病院 ○ ○ 

高松医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

善通寺病院 ○ ○ 

香川小児病院 ○ ○ 

四国がんｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

愛媛病院 ○ ○ 

高知病院 ○ ○ 

小倉医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

九州がんｾﾝﾀｰ ○ ○ 

九州医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

福岡病院 ○ ○ 

大牟田病院 ○ ○ 

病院名 
電子カル
テ 

ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ 
部門ｼｽﾃ

ﾑ 
医事会
計ｼｽﾃﾑ 

福岡東医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

佐賀病院 ○ ○ 

肥前精神医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

東佐賀病院 ○ ○ 

嬉野医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

長崎病院 ○ ○ 

長崎医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

長崎川棚医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

熊本医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ 

熊本南病院 ○ ○ 

菊池病院 ○ ○ 

熊本再春荘病院 ○ ○ ○ 

大分医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

別府医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

西別府病院 ○ ○ ○ 

宮崎東病院 ○ ○ 

都城病院 ○ ○ 

宮崎病院 ○ ○ 

鹿児島医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ 

指宿病院 ○ ○ 

南九州病院 ○ ○ ○ 

沖縄病院 ○ ○ 

琉球病院 ○ ○ 

国立病院機構計 ４３ ５５ ８８ １４３ 
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（１）国立病院機構は政府が企画立案した医療政策の実施主体としての役割を果たしており、新規の取組や採算 
  を取るのが困難な事業であっても、医療政策上必要と判断された場合、国や地方自治体と連携して率先して 
  実施している。 
（２）例えば、結核が「国民病」であった当時、結核患者の治療等を一手に担い、結核撲滅に大きな役割 
  を果たしたのは、国立療養所（国立療養所の前身の傷痍軍人療養所や、日本医療団の結核療養所（昭和22 
  年４月に国立療養所に移管））であった。（平成21年において、結核の年間在院患者延数のうち国立病院 
  機構が占める比率は約45％） 
（３）また、医療観察法に基づく「指定入院医療機関」も、当初は国立病院機構の病院が中心であった。平成 
  17年の制度創設から数年を経て、現在は自治体病院の占める比率が増加してきたが、医療観察制度の導 
  入・推進にあたり、国立病院機構が果たしてきた役割は大きい。（平成23年３月現在、指定入院医療機関 
  のうち国立病院機構が占める比率は約60％）。 

 国立病院機構の業務の在り方＜①医療政策の実施主体＞ 

病院名 病床数 開棟年月日

国立精神・神経医療研究センター病院 66床 H17.7.15

（国病）花巻病院 33床 H17.10.1

（国病）東尾張病院 33床 H17.12.1

（国病）肥前精神医療センター 33床 H18.1.1

（国病）北陸病院 33床 H18.2.1

（国病）久里浜アルコール症センター 50床 H18.4.1

（国病）さいがた病院 33床 H18.4.1

（国病）小諸高原病院 17床 H18.6.15

（国病）下総精神医療センター 33床 H18.10.10

（国病）琉球病院 33床 H19.2.1

（国病）菊池病院 23床 H19.9.3

大阪府立精神医療センター 5床 H19.9.7

岡山県精神科医療センター 33床 H19.10.1
開棟（国病）榊原病院 17床 H19.10.15

長崎県病院企業団長崎県精神医療センター 17床 H20.4.1

（国病）賀茂精神医療センター 33床 H20.6.24

静岡県立こころの医療センター 12床 H21.3.24

群馬県立精神医療センター 6床 H21.6.15

神奈川県立精神医療センター芹香病院 2床 H22.2.17

東京都立松沢病院 33床 H22.3.1

長野県立駒ヶ根病院 6床 H22.3.15

（国病）鳥取医療センター 8床 H22.5.6

山梨県立北病院 5床 H22.7.8

鹿児島県立姶良病院 17床 H22.7.15

（国病）やまと精神医療センター 33床 H22.8.2

山口県立こころの医療センター 2床 H23.2.1

医療観察法に基づく「指定入院医療機関」数の推移  医療観察法に基づく入院制度の創設当初、厚生労働大臣が指定
する「指定入院医療機関」は国立病院機構病院が中心であった。 
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（注）国立病院は国立精神・神経医療研究センターを含む。 17 

国立病院の 
占める割合 

100% 100% 86% 76% 62% 58% 


